	令和７年台風第１５号による被災者に対する町民税等の減免の特例に関する条例に基づく
町民税等の減免事由を証明する書類

	年　　月　　日
　(あて先)　吉田町長

	申請者
(納税（付）義務者)
	住所
	（居住日　　　　年　　　月　　　日）
※R7.1.1時点で吉田町居住者は、令和6年中の所得確認可

(電話番号　　 　　　　　　　　　　)

	
	氏名
	　

	　令和７年台風第１５号による被災者に対する町民税等の減免の特例に関する条例に基づく町県民税、森林環境税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けたいので、下記のとおり証明します。
　なお、減免申請に必要な範囲において、必要な情報を関係各課が共有することに同意します。

	所属年度
	　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　

	災害を受けた日
	令和７年９月５日

	減免を受けようとする事由
	添付書類

	生活保護法の規定による扶助を受けることとなった者
【住民（第３条第１項】
	保護開始年月日
	年　　　月　　　日　
	※福祉課確認可

	
	保護の
種類
	□　生活扶助
□　教育扶助
□　住宅扶助
	□　医療扶助
□　介護扶助

	

	□　死亡した　　　　　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　障害者となった　　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　重篤な傷病を負った（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　行方不明となった　（対象者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【住民（第３条第１項）、国保（第６条第１項第１号）、介護（第７条第１項第１号）】
	□　身体障害者手帳
□　精神障害者保健福祉手帳
□　医師の診断書
□　その他

	□　居住する住宅に損害を受けた
　□　全壊
　□　大規模半壊
□　中規模半壊
　□　半壊
　□　準半壊、一部損壊
□　居住する住家以外に被害を受けた
（固定資産税が課税された倉庫、事務所、店舗等）

【固定資産（第４条）、国保（第６条第１項第２号）、介護（第７条第１項第２号）】
【参考：住民（第３条第２項）、森林環境税】
	■　罹災証明書
■　被災届出証明書

　　※福祉課確認可



	□前年の合計所得金額が1,000万円以下で、災害により住宅又は家財に損害を受けた者
【住民（第３条第２項）】

	□　損害の程度（金額）が住宅又は家財の価格の
10分の3以上10分の5未満
□　損害の程度（金額）が住宅又は家財の価格の
10分の5以上
	■　罹災証明書
　　※福祉課確認可
※前年所得額については、税務課確認可

□　被害を受けた住宅・家財の損失等の明細書
□　各種証明書類



	
	前年の合計所得金額
	円
	

	
	損害の程度（住宅）
	％
	

	
	損害の程度（家財）
	％
	

	□前年の合計所得金額が1,000万円以下（農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。）で、災害により農作物に損害を受けた者
【住民（第３条第３項）】
	□　農作物の減収による損失額が平年の収入額の
10分の3以上
	※過去所得金額、収入額については、税務課確認可
□　収入状況等申告書
□　各種証明書類

□　その他


	
	前年の合計所得金額
（うち農業所得金額）
	　　　　　　　　　　円
（　　　　　　　　　円）
	

	
	平年における農作物による収入額
（直近５年の収入額）
	円
（　　　　　　　　　円）
（　　　　　　　　　円）
（　　　　　　　　　円）
（　　　　　　　　　円）
（　　　　　　　　　円）
	

	
	本年の農作物収入額
（減収前見込額）
	円
（　　　　　　　　　円）
	

	
	農作物の減収額
	円
	

	
	農作物共済金額
	円
	

	
	損失額
	円
	

	□土地に被害を受けた　者
【固定資産（第４条）】
	□被害面積が10分の8以上以上
□被害面積が10分の6以上10分の8未満
□被害面積が10分の4以上10分の6未満
□被害面積が10分の2以上10分の4未満
	

	
	総面積
	
	

	
	被害を受けた面積
	
	

	
	損害の程度
	％
	

	□生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下（減少した事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下に限る。）で、事業収入等が減少した者
【国保（第６条第１項第３号）】
	□　事業収入等の減少額が前年の事業収入等の
10分の3以上
□　失業又は事業廃止等により、当面の間収入が
見込めない
	※前年所得金額、収入金額については、税務課確認可

□　収入状況等申告書
□　各種証明書類

□　その他

	
	前年の合計所得金額
（うち減少した事業収入の所得）
	円
（　　　　　　　　　円）
	

	
	減少した事業に係る本年の収入見込額
	　円
	

	
	　減少した事業に係る前年の収入額
	円
	

	
	補填額
	円
	

	□生計維持者の事業収入等が減少した者（減少した事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下に限る。）
【介護（第７条第１項第３号）】
	□　事業収入等の減少額が前年の事業収入等の
10分の3以上
□　失業又は事業廃止等により、当面の間収入が
見込めない
	※前年所得金額、収入金額については、税務課確認可

□　収入状況等申告書
□　各種証明書類

□　その他

	
	前年の合計所得金額
（うち減少した事業収入の所得）
	円
（　　　　　　　　　円）
	

	
	減少した事業に係る本年の収入見込額
	円
	

	
	減少した事業に係る前年の収入額
	円
	

	
	補填額
	円
	

	＜備考＞


(注)　該当する□にレ印をつけてください。
※　前年所得（収入）金額は、翌年の1月1日において吉田町に住所がある者のみ税務課確認可。確認できないものについては、書類を添付してください。
